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借景の山容を「風致」として保存するのは風景としての保存以前に、荒廃した山林の保安・保護の施策が

先行した．都市近郊の社寺林や藩林は明治時代の上知以降、乱伐が原因で荒廃し禿地になる箇所が多かっ

た．これらのうち、名所として歴史性を持つ山々は森林法風致保安林、国有林保護林などに指定され回復・

保全の方策が採られ、森林施業法が図られた．昭和初期には史蹟名勝天然記念物保存法による保存、さら

には面的に都市計画法風致地区に編入されていく．その実例と実態を岡山後楽園の借景・操山を対象に検

証し、借景の成立が山林の保全と、都市からの遠望の両面から成立していったことを論ずる． 
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１．はじめに 

 

風景の見方としての「借景」について中村良夫は以

下のように記している．「山と庭のこの美しい結びつき

は，物理的な必然性を持たない．遠い山と近くの庭や

木が，視点との関係において偶然に結びついたにすぎ

ない．（中略）借景はこのような構図現象のなかで，も

っとも輝かしい手法である．」1）庭園技法としての借景

が古くからあったとしても，「借景」という言葉が多用

されるようになったのは大正期以降，おそらく昭和初

期と推定する．なぜならそれまでの庭園の風景表現を

みてみると，前景，近景，遠景，勝景などの表現はあ

っても，山を庭の中に借りる風景表現は稀少であるか

らだ． 

さて風景あるいは景観はそれを語る者によって創ら

れる．その場の歴史の積層の結果としての表象である 2）．

それは発見され，記憶され，伝承される．風景ないし

景観は，人の感性によって捉えられる側面と，物的実

態としての構成要素から成立するものである．感性も

物性も共に時間により変化する．その相互作用を解く

ことで人間と景観との関係性を明らかにすることを主

題としてきた． 

本論で扱う「借景」は「風致」の概念の中で扱われ

る．この風致の概念については史蹟名勝天然記念物保

存の中で指摘されてきた．「自然の風景」の概念生成に

ついては黒田が述べている 3）．大正 8 年の史蹟名勝天

然記念物法制定に先立つ大正 4 年 12 月から，「保存要

目」に関する検討が行われ，名勝の一番目が「風景ヲ

眺メ得ル地點」となり，その最後の項目に「名勝ハ成

ル可ク天然ノ風景ヲ保存シ濫リニ人為的変化ヲ加ヘテ

所在ノ風景ノ俗化セザルヤウ注意ヲ要ス」との但し書

きがあった．それが大正 9 年に制定された同要目中で

はこの但し書きは削除され，「地點」は 11 番目となる．

つまり「風景」を保存するのではなく，それを眺める

「視点場」を保存するのが保存法の要諦となる．また

原ら 4)は都市計画法における風致地区制度に言及して，

それは昭和初期の「郷土保護思想」とも相俟って史蹟

名勝天然記念物や歴史的価値を保存する目的であり，

相互それらと補完的制度であったという． 

本論では，岡山後楽園における大正末から昭和初期

にかけての「借景」の問題を対象としながら，その発

見者である田村剛とその後の借景論への波及を論じる

と共に，以上の都市計画法風致地区，史蹟名勝天然記

念物保存に加え，保存の対象である山地の森林管理を

めぐる森林法と施業計画の問題に焦点をあて，風景の

決定要因としての森林保護について考究する． 

 

 

２．「借景」の成立-後楽園と操山 

 

 上原敬二 5）は，「我國の庭造法が特に借景を以て世界

造園史上に特筆されて居る」と表すように，借景，特

に森林を伴う山岳景の，とくに弧峰に注目している．

上原は大名庭園では栗林公園の紫雲山をあげているが，

先にも示したように「史蹟名勝天然記念物保存要目の

内名勝の部第十一項には「著名ナル風景ヲ眺メ得ル特

殊ノ地點」の保護を指定して居る」と書くように 6)「借

景」の視点場を求める根拠は史蹟名勝天然記念物保存

の考え方にあったと考えることができる． 

 「借景」の表現を歴史的に検証するために岡山後楽

園における風景の言及を検討した．岡山後楽園の現代

は周囲の森に囲まれた緑の芝生が園の全面に広がり，

そこを曲水の小川と白い道が縦横に走る．その印象を

「明るく大らかで，いわばモダニズムを感じさせる点



が，いかにも山陽吉備路の庭らしい．」と書かれるが 7)，

この史実と相違する記述を含め，それがどのように生

成したのかを以下に検証する． 

 

(1) 岡山後楽園の「借景」 

図-１ 岡山後楽園の「借景」操山 

 

御後園の設計は貞享 4 年（1687）作事の時の藩主池

田綱政によってなされたと考えるが，東の山々や園内

の風景がどのような実態であったのかについては，残

されたひとつの絵と，設計者池田綱政の直筆の歌集『竊

吟集』ら読み取ることができる． 

 「月出之図」8)には瓶
にか

井
い

山（操山），芥子
け し ご

山など御後

園東に連なる連山から出る月の位置を計測した図であ

る．この図や歌集を見る限り，藩主の視線は山よりも，

月にあるとみるのがいいのかもしれないが，本論の主

題に沿って山の記述を中心に探した．図にみる操山連

山の植生は松（アカマツ）であると考えられる．それ

は『御後園諸事留帳』安政 6年 9月 27 日の記述に「一 

松茸櫂山之分拾八本上リ，」9)とあり，それが櫂山すな

わち操山の松茸のアカマツ林であったことがわかる．

その山容を望むに御後園の垣は低い真竹である．創立

当初は図に見える園内の築山，唯心山はなく（次代継

政（享保 2年から宝暦 2年に藩主）が築く），また一面

の芝生に地には田畑が広がっていたことが残された絵

図面からわかっている 10）．またそれら田畑を潤すため

の灌漑用水が御後園の北方 6 キロの旭川段原樋から導

水され，園内を流れていたことも図面からわかる．現

代に園内の曲水と指摘されたり，緑の芝生の中を横切

る白い道，とはこうした灌漑用水や畦道が田畑が御後

園財政窮乏により田畑経営を縮小し芝生に替わってい

くとともに残されていく形象であろう． 

 綱政の延宝 7 年（1679）から歿年の正徳 4 年(1704)

の間の歌集 11)より，操山を遠望したものをさがすと， 

 

貞享四丁卯八月十四日停月亭にて 

向の松山を出る月をなかめて 

雲のはにそれと見るより松やまの木の間さやかにいつる月影 

とあるように，当時の視線は昼間の山容を借景としてみ

る，という意識よりもやはり松の山にのぼる月を見る

という視線である． 

 明治になり岡山県の所有となった後楽園はなお旧藩

士の象徴的存在であった．池田藩旧家臣で家史の編集

を行った木畑道夫の『後楽園誌』12）中には，遠景に対

応する表現として「東ハ最モ開豁以テ園外ノ峯ヲ望ム

ヘシ是目今形勝ノ概ナリ」とあり，東の山々，操山連

山の眺望の佳き事は指摘されているが，「借景」の表現

はなされていない． 

近年の後楽園の借景に関する記述をみると，大名庭

園様式の典型として，「小堀遠州」の影響であったとい

う言質が散見される．後楽園事務所長を昭和 26 年から

昭和 45 年に務めた宗定克則の著書 13）には，小堀遠州

が慶長 5年から元和元年まで備中松山城（高梁市）の

城番をし，その時頼久寺の造園が残されていることを

もって，その作風が後楽園（御後園）の作庭に影響し

たという．御後園の成立については既報で書いたが 14），

藩主綱政の初めての使用は，御田植式であった元禄 2

年（1689）とされる．この元禄 2年は，小堀遠州歿後

42 年経過しており，また当初の作庭が田畑を真竹の垣

で囲い，中央の池を造作したもので，周囲に桜などを

植えたことがわかっており，遠州が影響したというこ

とを文献的に確認することはできない． 

 宗定によれば「借景がこの後楽園でのかなめ」とな

っている．それは藩主の御座所「延養亭」からの眺望

が唯一であらねばならないとしている． 

 

窓をひらけば、池をこして、その東に茶畑がひかえ、その上

に竹薮が覆っているがその優雅な土堤の上に、遠く備前富士

といわれる、標高二三五ﾒｰﾄﾙの芥子山が遥曳し、近くそれに

接して、東山である松みどりなる操山、それが右側に、繁茂

した林相の上に大きく地歩を占め、中腹に塔が見られる。 

 

この塔は安住院多宝塔で「瓶井の塔」と呼ばれ，後楽

園からの操山借景中の点景といわれるが，建設された

のは創建時の綱政の元禄ではなく，次代継政の寛延 6

年 1753）であった．宗定の書く「松みどりなる操山」

は修飾的な表現であり，松の植生は変化している．  

同じく後楽園事務所長を務めた山本利幸の著では，

後楽園の特徴として「対比的景観の構成」として広大

な芝生，うっそうとした森林，曲水の流れ，芝生の中

の白い道の交錯などをもって「明暗，硬軟，静動，寒

暖などの陰陽配合的な構成」という．東に望む操山を

「借景」とし，「奥深く雄大に見せている事，中腹の多

宝塔が園の茂みに見え隠れして一幅の絵画」を見てい

るようだという 15）． 



 操山を借景として設計された，という指摘は造園学

においてなされる庭園の見方の典型であり，進士は後

楽園内の鶴鳴館を視点場に操山，多宝塔，芥子山への

視線を分析している．そこには借景が江戸初期に「時

代的閉塞感を打ち破るべく外界との結合が目指され

る」ものとして設定されたとしているが，その根拠に

ついては書かれていない 16）． 

 以上のように，近年においては後楽園からの操山は

「借景」という庭園技法の概念で捉えられてきたこと

がわかり，それは後楽園の風景の要であり，欠くべか

らざる要素として，ひとつの定着した視線となってい

ることがわかる．ただ操山を「借景」とする表現を誰

が始めたのかは明らかでない．操山という「山」に視

線があった．それはおそらく次に示す田村剛の発言が

大きい．田村は「借景」とは言っていないので，それ

は田村以降，昭和になってからの表現と考えることが

できる． 

 

(2)田村剛の風景観 

 田村剛については既報で示したように 17），彼の風景

観が大きく日本の景観行政に影響を及ぼした．瀬戸内

海国立公園の指定は，地元の周到な準備があったとし

ても，その御墨付を与えた田村の視点は山頂からのパ

ノラマ景「大観」であった．田村剛の感性が，実態と

しての風景を選んだ．なお本論との関係で補完するな

らば，「大観」における実態は，瀬戸内海の多島海を見

下ろす山頂の存在であり，そこから見まわせたのは当

時山林荒廃により，島々も陸側も禿地が多かったから

図-２ 昭和初

である．  

期の瀬戸内海国立公園白石島山頂から 

 

その同じ田村は庭園にあって示す風景観とは「小堀

10 年 1

月

定に至るが，

そ

亭ハ園中最モ勝景ノ地點ニ在ル。東側ノ椽ニ立テバ、前方

書かれ，「借景」の文字はないが，操山，芥子山を最

皇太子の行啓記念として発

 

遠州」であった．先に示した近現代の造園学者の後楽

園像は田村の風景観のコピーであるといってよい．上

原の指摘するように，史蹟名勝天然記念物調査に関連

して田村剛は後楽園に現われる．大正 8年 4月 10 日史

蹟名勝天然記念物保存法が公布された．公園の所管は

それまで内務省衛生局であったが，同年 4 月の都市計

画法の公布により改めて所管が問題となった．大正 10

年（1921）に内務省衛生局，大臣官房地理課，都市計

画局による調査が実施されたことは前記したが 18），前

年8月に内務省衛生局嘱託となった田村剛は同年12月

に「公園設計に関する予備調査に就て」19)という論文

を上梓している．調査表の項目に「史跡名勝天然記念

物トノ関係」の項が加わっており，田村が後楽園に来

たのはそれにも関係していたと考えられる． 

田村が後楽園に関して岡山県会議事堂で大正

23日午後7時より講演した後楽園像は下記のような

ものである．「一見して江戸初期の伝統即ち遠州の流派

であると言ふ事が解る」20)と．それは，「入口の暗い森

から明るい森に出る池を一周するに当り景色は次第に

変化して終る」「茶の趣味を含んで居る．園内の建物が

凡て之を証明して居る」「一面を明るい芝生にして点々

と所々に暗い松林や華やかな紅葉の林を造る明暗の対

比。又水があれば島があり之は硬軟の対比。静かな森

から賑やかな小川に出る静動の形式。寒い様な森から

明るい暖かい芝生に出るなどは寒暖、明暗の形式。」と

述べ，「殊に流店の如きは全く遠州自身が設計したので

はないかと思はれる程其の極致を現してゐる」21）．田

村のいう遠州流とは，田村が見た後楽園の対比の構図

と，各所の御茶屋，そしてそれらを「静かに見廻ると

又何等かの感じ」を得る 22)というような廻遊式庭園で

ある．しかも「後楽園に就いても其の手法は恰も遠州

の作と言うても不可なき位である」23)とした事は以降

の後楽園像にひとつの方向性を与えた． 

この田村の見立ては後楽園をして名勝指

の『岡山縣史蹟名勝天然記念物調査報告』における

同委員黒崎勝男によると，それは「江戸初期ニ於ケル

遠州派代表的ノ作トシテ，田村林學博士及ヒ原農學博

士ノ感歎措ク能ハサル所デアツタ」とあり 24)，田村剛，

原煕の賞賛と，なかでも小堀遠州の影響であるとの田

村の指摘を踏まえた記述が並ぶ．操山の景観に関して

は，延養亭に関する説明で， 

 

本

ハ近ク園ノ中心タルニ唯心山並澤池ヲ望ミ、園ノ前景タル操

山ノ翠緑、瓶井山ノ塔、芥子山ノ黛靑等悉ク双眸ニ入リ 

 

と

も佳い景観としている． 

 その後，大正 15 年 5月に

刊された岡山県の『後楽園誌』25)は田村の言質を踏襲

した表現がなされている．即ち「後樂園は江戸初期の



傳統を繼承した遠州の流派である」から始まり「入口

の暗い森から明るい池に出る」後楽園の大正期の現状

を表現している． 

 

一面明い芝生であるかと思へば、點々暗い松林などを造るこ

のように田村の県会での発言を踏襲したものであり，

．実態としての風景 

)操山の荒廃 

10 年に田村が見た後楽園の「借景」操

は以下

の

今山鉄ニ乗シ身ヲ車窓ニテ熟々両側ノ山相ヲ視ルニ眼光映

シ

ノ伴侶ヲ脱スルノ理ナク

乱

半田山竜ノ口、ノ三山

ハ

ヲ得ルニアル

ヲ

致ニ對シテ適當ナ

ル

鉄とは岡山市内より東に進入し，市内を北から南に

であることが以下よ

り

ンド全山松類ニ変化シ詜樹種ニ比較セバ唯ニ九牛ノ一毛ニ

)施業案における林相管理 

採を禁じ，ただ地上に落

ち

畧旧来ノ儘ト

とで、之れは明暗の對比である。又静寂の森から賑やかな小

川に出るなども静動の形式である。寒さうな森から明い芝生

に出るなども寒暖の形式である。 

 

こ

田村の風景観が公式記録を決定し名勝指定の根拠を生

み，その後の後楽園像に一部は史実に歪曲を与えなが

ら後世に伝えることになった．また一方でこの『後楽

園誌』の中で山々は，「東は最も開けて唯心山に相對し

澤池を控江て園中諸勝の奇なるもの皆此の亭前に集り、

操、罌栗山其の他の諸山前面に展開し、緑濃やかに嵐

氣人を襲はんとする」と木畑道夫の表現も引用しつつ，

操山，芥子山の風景を描いている． 

 

 

３

 

(1

 それでは大正

山とは当時どのような林相であったろうか．「借景」と

表現している誰もが，宗定の「松みどりなる操山」以

外，その林相については触れていない．また操山は藩

主の直轄地で御禁制の山であり，社寺の集う小山とし

て近世には群集の参拝した場所であった．東山の山桜，

瓶井山（操山）の千手千眼大菩薩，東岳山（操山連山

の東端，幣立山）の東照宮であり，山々はこうした社

寺の附属地であった 26）．それではいつからこの操山が

後楽園の遠景として保存の対象となったのだろうか． 

 都市近郊部の山々は，明治期には様々な理由による

乱伐で荒廃していた．その回復，保全が山林行政の急

務であり，「風致」は保全目的のひとつとして森林法に

あげられていた．都市計画法における風致維持は都市

側からの風景保存の視線であり，一方で山林荒廃は明

治以来深刻な問題として国土を覆っていた． 

明治 34 年の「岡山事業区施業按説明書」27)に

ような記述がある． 

 

来ルモノハ禿裸赫タル荒山ナリ 

維新ノ乱伐ハ独リ岡山藩ニ於テ其

伐ニ乱伐ヲ重子僅ニ國有林ノ一部ヲ除キテハ又タ直幹肥大

ノ老木ヲ眼ニスル能ハザルニ至レリ 

當事業区ノ主脳トモ称スベキ操山、

何レモ市ニ接近シ互ニ相挨ツテ岡山ノ風致ヲナセリ目今日

本三公園ノ一トシテ世人ノ賞揚セル岡山後楽園ノ如キ三山

共々其景中ニ刻ミ込マレ山中ノ一枝一木ト雖トモ忽ニスベカ

ラザルモノアリ 之レ等ニ對シ更ニ何等ニモ考慮スルナク伐

採造林ヲ事トセンカ岡山ノ風色後楽園ノ雅景ハ泡沫ト化シ去

ルベシ之レ吾人ノ假施業案ヲモ托セサル所以 

其目的主トシテ市街ノ風致ヲ添ヘ多少ノ用材

以テ當事業区施業ノ主目的ニ非ザレバ 

岡山市ニ面シ風致ノ関係大ナル部分ハ風

モノヲ多数ニ保残スベシ 

 

山

通過して，再び西進する山陽鉄道をいう．東より鉄道

に乗って車窓から南を望むと，山並みが続き，芥子山

があり，その連山の端が操山となる．これらの林相が

禿地となり荒廃していた．この原因が明治以降の乱伐

にあったことが指摘されている．またこの事業の主題

が東方の操山，北方 8ｋｍの段原用水の入口（後楽園用

水水源）の竜の口山，市域北方の半田山（明治 41 年陸

軍第 17 師団駐屯，戦後第六高等学校から新制岡山大学

敷地が山麓にできる）の「風致」にあることが明記さ

れ，なかでも当時「日本三公園ノ一」と称されていた

岡山後楽園からの「其景中ニ刻ミ込マレ」ていること，

後楽園は「岡山の風色，雅景」であることが目的とし

て明記されている．森林法の規定に沿って，操山は名

所後楽園の風致とされていた． 

樹種はほとんど松（アカマツ）

わかる． 

 

殆

モ過ギザルベシ去レバ當事業区ニ於ケル樹種ハ松ノ一樹種ナ

リト云フモ過言ニアラザレバナリ 

 

(2

時代には「御林」として伐

た枝葉を地元の領民に拾わせたが，明治以後の乱伐

は「三年間一日トシテ斧銊ノ音ヲ耳ニセザルコトナカ

リシト云フ」有様であった．また乱伐に加えて多くは

ないが盗伐の事実も指摘されている． 

 その植林計画については，樹種は「大

ナシ」，しかし荒廃の甚だしい所および海風に直接接す

る所はクロマツとすることとしている．また現存して

いるスギ，カシワ，モミなどは伐期に至るまで放置し

伐採後はアカマツとすること，竹林はそのままとする

ことが決められている．これら「保残林」は，「其目的

主トシテ市街ノ風致ヲ添ヘ多少ノ用材ヲ得ルニアルヲ



以テ當事業区施業ノ主目的ニ非ザレバ」とあり，さら

に「岡山市ニ面シ風致ノ関係大ナル部分ハ風致ニ對シ

テ適當ナルモノヲ多数ニ保残スベシ」とある．こうし

て明治34年時の施業案により操山のアカマツ岡山市の

風致，とりわけ後楽園からの風致を目的として禁伐，

造林，さらに藩政時代に許されていた落葉下草の採取

も厳禁することが提案されている．しかし一方でこの

案を書いた管林技師宇都宮寛の意見は「将来の森林改

良」としてマツの造林を選択すべきだが，落葉下草の

市民の採取を禁止することは難しく，マツ保残林の維

持が経済的に困難となることから，漸次クヌギ林に変

更し，風致の美を装飾するクヌギとマツの林とするこ

とが得策だとしている． 

 その 10 年後の明治 43 年，「第 1次検討」28)として施

国主池田候開拓地移民奨励策トシテ（落葉柴草操山地被物）

ノ

区ノ施業案ハ去ル三十四年ニ於テ編成セラレ林地ノ

落葉採取の禁止は当初施業案でうたわれたものの提

では操山半田山龍ノ

この択伐が行

き

十％ニモ達セリト見ラルゝ程ノ極端ナル疎開ヲ行ヘル為メ

らに昭和 7 年の「第 3 次検討」31)にはこの禁伐・択

伐林トシテ単ニ天然ノ儘放置スルコトガ風致上効果アルモ

山はこの時期アカマツの稚樹が殖えつつある時でし

の明治34年から昭和7年の岡山施業区における

行案の見直しが図られる．まず先の懸念どおり操山国

有林に於いては落葉盗採が頻繁でその取締りに苦労し，

立木の盗伐も 151 件あった．明治 43年度に操山に植え

られた苗はアカマツ，スギが主体で第 1 回床替でアカ

マツ 121,600 本（明治 44 年 3 月実行），第 2 回床替で

アカマツ 20,520 本，スギ 34,610 本，クロマツ 1,800

本，クスノキ 2,700 本（同月実行）である． 

 

無償採取権利ヲ与ヘ尚地元部落ニモ森林保護ノ為メ同様ノ

権利ヲ附与シ明治五六年ニ至ル間無償採取ヲ持続シ以降四十

一年度ニ至ル依然本恩恵的採取ヲ承継シ僅少ノ価格ヲ以テ払

下ケ許容シツゝアリタルニ因リ本林ノ荒廢ハ其極ニ達シ今ヤ

是レカ改善ヲ計ラサルニ於テハ本林ノ生命ヲ失ヒ公安上ノ危

害ハ今ヤ機ヲ得テ生セントスルノ状態ニアリ豈寒心セサルベ

ケンヤ 

 本事業

整理ト森林改良ハ其主目的ニシテ所謂柝伐利用ノ如キハ第二

ノ問題トセリ其一節ニ曰ク落葉柴草ノ採取ヲ厳禁セス此處ノ

採取ヲ継続スル如クニハ如何ニ完全ナル施業案如何ニ工妙ナ

ル実行者モ亦正ニ何ヲカ爲サン寧ロ町村委託林トシ其保護営

林総テ町村ヲシテ其任ニ當ラシムルノ得策ナルニ如カスト此

ノ言小ナリト雖モ誰カ正鵠ヲ得サルモノト謂フモノアラン本

施行然ルニ案ハ實施以来八星霜ヲ経ルト雖モ未タ嘗テ是ヲ禁

止ヲ為サゝルハ森林行政上ノ熟慮ヲ要スヘキ問題ノ存スルモ

ノアリトハ謂ヘ一ハ優柔不断ノ為スナキニ非ラサルナキ哉ヲ

疑ヒ萬難ヲ拝シ之レカ改善ヲ盡取セル結果遂ニ四十二年度ヨ

リ之レカ採取ヲ禁止シ得ルニ至レルハ實ニ痛快極ヲナシ数百

年来ノ因襲モ茲ニ於テ之レヲ打破シ吾カ林業経営ノ曙光モ始

メテ認メラルルニ至ル 

 

 

案のみで実現はしなかった．そのことを「優柔不断ノ

為スナキニ非ラサルナキ哉ヲ疑ヒ」，それを万難を排し

て禁止に至った結果，「遂ニ四十二年度ヨリ之レカ採取

ヲ禁止シ得ルニ至レルハ実ニ痛快極リナシ数百年来ノ

因襲モ茲ニ於テ之レヲ打破シ吾カ林業経営ノ曙先モ始

メテ認メラルニ至ル」とある． 

 大正 9 年度の「第 2 次検討」29)

口山の風致保存のため準施業制限地で原則禁伐林とす

るが，択伐作業をとること，また操山の東山麓に大正 4

年に作られた奥市公園は招魂社建設による新たな造営

で一部国有林を分割売却したが，国有林部分は操山と

同様禁伐林として風致を守ることがあげられている．

操山風致林 49 町の指定事項は以下である．後楽園の背

景となる大字国富字操山については，禁伐．その他の

大字門田字操山は，一部択伐とした． 

ところが大正 11 年の「施業按」30)では

過ぎて林相変質していることが懸念されている． 

 

七

林相ヲ悪化セシメタルモノアリ  コレガ為メカ前案ニ於テ

ハ指定ヲ変更シテ禁伐林トナセリ 

 

さ

伐に関して抜本的見直しがはかられる． 

 

禁

ノニアラズ却テ林相ヲ悪化スルコトゝナル 然レトモ前々施

行期ニ行ヘルガ如ク単ニ更新ソレ自体ノミヲ考ヘテ無謀ノ択

伐ヲナスハ尚更景観ヲ損スルコト甚シキモノアリ 

 

操

かない．極端に疎開された区域では，「下層ニアカマツ

ノ稚樹幼樹発生シ漸次林相ノ回復ニ向ハントシツゝア

リ」とある．逆に弱度の疎開の部分は林木が生長しつ

つあること，その中間にある相では下層にネザサ，コ

ナラ，タカノツメなどの小灌木が殖え陽光を遮るため，

これら不良木を伐採しアカマツ稚樹の成長を促すこと

を提案している．また現在全く手を入れていない林は

現状では景観上問題ないが，そこでは稚樹は発生して

おらず，将来老木となるに至れば漸次操山固有のアカ

マツは消えて常緑樹林に変化する可能性を指摘してい

る． 

 以上

操山施業按の記録から，藩政時代の「御林」は，明治

になっての乱伐により禿山となっていたことがわかり，

それが市内から，とりわけ後楽園からの風致回復のた

めに施業が企画された．その方法は落葉下草の禁採や，

植林と禁伐・択伐の施業の試行錯誤と資料上読み取れ



る．田村剛が大正 10 年，後楽園より臨んだ操山はこれ

らの記録から推定して，未だ裸地と稚樹幼樹のまばら

な山容を呈していたと考えられる． 

 

 

４．討論―「借景」，「風致」とは何か 

風致とは，風景や景観の保護以前に森林荒廃による

るように風致については複数の法令が関わっ

る考察 柳下鋼造より 

えば熊本本妙寺山は近世以来の加藤清正に縁の

日本にこの種のもの（森林公園）が少な

い

 

そして実際に都市計画事業準備中の岡山市にあって大

園

 

 

保護の目的の一環として始まった山林行政に始まる．

香川 32)は保安林制度にみる風致施業についてまとめて

いる．その起源は明治 9年の「官林調査仮条例」中「上

地ノ風致ヲ装飾スルモノ又名所旧跡アルモノハ保護培

養スベシ」として社寺上知林（官林）を禁伐とした． 

 明治 30 年公布の森林法には国・民林の区別なく，第

八條「森林ニシテ左ニ列記スル箇所ニ在ルモノハ保安

林ニ編入スルコトヲ得」とあり，その九項に「社寺，

名所又ハ舊跡ノ風致ニ必要ナル箇所」とある 33)．この

森林法における風致保安林規定が先述の明治34年岡山

大林区施業按の実施に結びついていくのである．この

項目以外は，土砂流出防備，飛砂防備，水害風害潮害

防備，頽雪墜石防止，水源涵養，魚附，公衆衛生があ

げられている．これら保安林は，第三條により荒廃の

おそれあるときは営林の方法を主務大臣（農商務大臣）

が指定できること，第四條により指定の方法に背き伐

木した者へは停止と造林を命じられること，などが定

められ法令の目的は森林の反故にあることがわかる．

風致保安林は，森林の用途が「風致」なのであり，荒

廃した森林を保護するという目的にかわりはない．こ

の森林保護と風致の問題は，前記柳下鋼造のまとめた

「都市林に關する若干考察」で整理される 34)．それは

森林法（明治 30 年公布，同 40 年改正）における風致

保安林と史蹟名勝天然記念物保存法（大正 8 年公布）

の名勝地，都市計画法（大正 8 年公布）の風致地区，

そして山林局長通達による国有林中の保護林規定（大

正 4 年 6 月 9 日林第 1444 号），さらに森林法第七條但

書による森林法を適用しうる公園（昭和 6年 9月 22 日

農林省令第 24 号）である．その仕分けを表-１にまと

める． 

 表にみ

ているが，規制の順次からみて森林法風致保安林の指

定後，都市計画法風致地区の編入となる．また山林局

長通達による国有林の保護林が，京都の嵐山・東山，

熊本の本妙寺山，宇品町森林公園，八幡市帆柱山で，

うち前 2 者は風致地区に編入されている．以上のよう

に都市計画法による風致地区への編入はその以前の風

致保安林や，保護林への編入がなされた場所が指定さ

れていく．そして何故風致保安林や保護林に指定され

たのかは，その地の荒廃が原因であるが，その回復へ

の動機はそれぞれの都市林としての履歴に拠るところ

が大きいと考えられる． 

   表-1 都市林に関す

  

千葉市稲毛海岸 　　　○
長野市大峰山 　　　○
敦賀町気比松原 　　　○
大津市長等公園 　　　○
京都市嵐山 　　　○ 　　　○ 　　　○
京都市東山 　　　○ 　　　○ 　　　○
神戸市箕面公園 　　　○
八幡市帆柱山 　　　○
奈良市春日山 　　　○
岡山市操山 　　　○
宇品町森林公園 　　　○
高松市石清尾 　　　○ 　　　○ 　　　○
熊本市本妙寺山 　　　○ 　　　○
大阿蘇県立公園 　　　○
佐渡島 　　　○

 たと

ある史蹟が存在する名所地で，熊本市街からの遠景で

あった．それらが保護林となり，風致地区に編入され

た（本妙寺山の森林法風地保安林編入については筆者

は確認していない）．京都の都市計画と都市周縁山地の

論考については中嶋が詳しく述べている 35）36）37）．京都

の東山は山麓にある社寺によって所有されていたが，

明治 4 年の社寺上知令が乱伐のきっかけとなり，上知

前の立木伐採や，社寺の経済逼迫による残る境内地の

木材伐採が禿地を作る原因となった．禿地にはアカマ

ツ林が拡大していくが，明治 30 年公布の森林法により

東山国有林全体を保安林として禁伐策がとられた．こ

の禁伐によりアカマツ林にシイが侵入してくることに

なる．一方，円山公園，嵐山中之島公園，亀山公園な

ど京都府の名勝地の公園化策は都市周縁の山地を公園

とされていったが，大正 8 年公布の都市計画法による

「京都都市計画」（大正 10 年）では山と山に近い平地

を「遊覧都市」として公園化の実現を図るものであっ

た．昭和 5 年には，東山，北山，西山の山麓約 1500ha

が風致地区として面的な保護がなされ，公園に準じる

ものとして位置づけられる．京都においては周縁山地

は社寺林から国有林に移行し，荒廃するものの，そも

そも有していた名勝地としての性格を近代にも引継ぎ，

それらを風致の「公園」とすることで保全が図られた

といえる． 

田村剛は「

のは何故であらうか。東京にも名古屋にも大阪にも

それがない。たゞ京都には東山と嵐山がある。」38）とい

うように周縁の山を公園とする計画は全国的に稀であ

った．その田村は同じ文中で「地方の都市では著るし

く利用せられてゐるものを見ないが、中都市としては

隨所にその適地を見出し得るのである。」といっている．

昭和9年現在 風致保安林風致地区 名勝地 保護林 森林公



正 10 年，大名庭園後楽園からの遠景・操山を森林公園

とする計画を発表する 39）．その操山についての現況が

柳下により報告されている 34）． 

 

京都市の嵐山、東山、神戸市郊外の國有林、岡山市の操山等

如きは從來の消極的な保護のみによつて生じたる現生樹種

ツ林が消え，

山と化し，それを名勝地の調査から風致的施業をす

言の陰で

態に触

てきた．借景が庭園技法として特徴的であったとし

な

中村良夫:風景を創る，NHK ライブラリー，2004 年 

：景観と歴史，景観・デザイン研究 

けの

，

山大学附属図書館池田家文庫蔵 

1999，

，神原邦男翻刻，林原美術館紀

郎:岡山後楽園，日本文教出版，

2,2008 

景」に関する研究,造園雑誌，50

所延養

の

の衰頽に對して遠く名勝地としての沿革的調査を爲し、最も

細心なる方法を以て森林美の維持助長を目的とする風致的施

業計畫を樹てゝ既に實行の緒に就いて居る。 

 

これより岡山市の操山は一時期現生アカマ

禿

すめているとある．柳下が「都市附近の國有林景勝地

調」の中で報告する「都市」岡山と「名勝地」操山は，

昭和 9 年現在で総面積 350 町歩，うち国有林面積 260

町歩，現況はアカマツ林 70～80 年生，後楽園の背景，

社寺垣内に接す，保管材多し，森林公園，その森林施

業は風致的な劃伐作業，岡山市直面の部分は禁伐とあ

る．操山は後楽園の背景であるとともに，その山麓に

ある近世以来の玉井宮東照宮，奥市招魂社，山頂の三

勲神社などの社寺に境内地に接していた． 

 こうした風致もその目的のひとつとする森林施業に

ついて，風致に関する田村のような学者の発

実業に従事していた人物が存在する．岡山県山林課長

久郷梅松は，田村と共に瀬戸内海国立公園誘致に尽力

したことは既報で述べた 17)40）．彼は東京帝大林学実科

卒後，岡山県に奉職し，のち山林課長（地方技師，奏

任官）として後楽園事務所長，岡山県史蹟名勝天然記

念物調査委員，岡山県国立公園協会常務理事を兼ねる．

官林の管理の掌握を中心に，後楽園の管理（名勝），瀬

戸内海国立公園誘致を画する．いずれもスポークスマ

ンとしての東大林学の後輩の田村に帯同しての事業で

あった．その田村剛自身の出自は操山山麓の下級武士 

次田寿次郎の次男であり，操山や藩主の後園であった

後楽園をよく知る人物であった．その田村は自らの感

性に従って風景観を呈示した．一方の久郷は実務に徹

した．彼の目的は風致もあろうが，主題は山林の管理・

保護にあったと考えられる．操山国有林は在任中の昭

和 12 年，山火事により主要部分に害を蒙り再び禿地と

なり，アカマツ林の復元がさらに図られていた．久郷

はこの施業中，昭和 13 年現職のまま歿する． 
 
 本論では借景を入口に，風致，森林保護の実

れ

ても，近代におけるその実態は乱伐による森林荒廃と

その施業が現場にあり，その保護の目的，名目として

かつての名勝やあるいは名所からの借景としてそれら

を「風致」という枠で捉えた．都市近郊の緑地を考え

る時に，風致地区はひとつの重要な風景保存の方法で

はあるが，それとともに山林の実態である保安と保護，

施業についても視線を向けることが肝要となる． 
 岡山では結局昭和 15年 11月 22日付けで風致地区が

指定される．しかしその地区に操山は編入されてい

い．都市計画法施行令第 13 条「風致維持ノ為指定スル

地区内ニ於ケル工作物ノ新築改築増築」の禁止または

制限を適用し，後楽園と岡山城本丸と，それらと操山

との間にある地区を指定した 41)．後楽園等からの操山

の借景を確保すること，が目的となり，操山そのもの

は山火事の裸地回復を風致保安林の適用でなお施業す

るという方向で管理される．現在の操山は山頂の三勲

神社跡（明治元年池田章政による創建）42）北側のみア

カマツ林が残り，後楽園側からみる西側斜面は「その

他広葉樹」（ブナ，クヌギ，クリ以外）の植生となって

いる 43)． 
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